
新
津
支
部
（
新
津
商
工
会
議
所
内
）

☎
二
三―

三
四
八
八

五
泉
支
部
（
五
泉
商
工
会
議
所
内
）

☎
四
三―

五
五
五
一

村
松
支
部
（
村
松
商
工
会
内
）

☎
五
八―

二
二
〇
一

小
須
戸
支
部
（
小
須
戸
商
工
会
内
）

☎
三
八―

二
五
六
〇

東
蒲
支
部
（
津
川
商
工
会
内
）

☎
九
二―

二
四
九
四

◇
発
行
所

　

公
益
社
団
法
人　

新
津
法
人
会

　

〒
九
五
六―

〇
八
六
四

　
　

新
潟
市
秋
葉
区
新
津
本
町
三
丁
目
一
の
七

　
　

新

津

商

工

会

議

所

内

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
二
五
〇（
二
三
）三
四
八
八

◇
発
行
人

　
　
　
　
　
　

税
制
・
広
報
委
員
長

木　

村　

藤　

雄

２
Ｐ　

年
頭
あ
い
さ
つ

　
　
　

Ｈ
25
年
度
税
制
改
正
要
望

３
Ｐ　

秋
の
特
別
講
演
会

４
・
５
Ｐ　

税
務
情
報
だ
よ
り

６
Ｐ　

監
督
署
だ
よ
り

７
Ｐ　

職
安
だ
よ
り

８
Ｐ　

会
員
ゴ
ル
フ
大
会

９
Ｐ　

青
年
部
・
女
性
部
コ
ー
ナ
ー

10
Ｐ　

支
部
だ
よ
り

11
Ｐ　

Ｈ
25
年
度
税
制
改
正
に

関
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

　
　
　

社
会
貢
献
活
動
講
演
会
予
告

　
　
　

古
切
手
・
古
タ
オ
ル

回
収
協
力
企
業
名

目　　　次

「 

待　

春 

」
城　

丸　

明　

男
（
秋
葉
区
天
ヶ
沢
）

法人会は異業種交流のパイオニアです。
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新
津
税
務
署
長

　
　
　

敏　

朗　

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

公
益
社
団
法
人
新
津
法
人
会
の
皆

様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
お
健
や

か
に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、
心

か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

春
日
会
長
を
は
じ
め
役
員
並
び
に

会
員
の
皆
様
方
に
は
、
日
頃
か
ら
税

務
行
政
に
つ
き
ま
し
て
深
い
ご
理
解

と
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
こ
と
に
、
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

改
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、

国
税
庁
・
税
務
署
は
、「
納
税
者
の

自
発
的
な
納
税
義
務
の
履
行
を
適
正

か
つ
円
滑
に
実
現
す
る
」
こ
と
を
使

命
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
納
税
者
の
皆
様
に
親

切
丁
寧
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
一
層

努
め
て
参
り
ま
す
。

　

ま
た
、
一
方
で
は
、
一
部
の
納
税

義
務
が
適
正
に
果
た
さ
れ
て
い
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
厳
正
な
姿
勢

で
臨
ん
で
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

こ
の
ほ
ど
平
成
二
十
三
年
十
二
月

に
改
正
国
税
通
則
法
が
公
布
さ
れ
、

調
査
手
続
の
透
明
性
等
を
高
め
る
た

め
の
納
税
環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
、

税
務
調
査
手
続
の
法
定
化
、
不
利
益

処
分
等
に
対
す
る
理
由
附
記
な
ど
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
、
本
年
一
月
か
ら

定
め
ら
れ
た
税
務
調
査
手
続
に
基
づ

き
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

　

私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
改

正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
適
正
か
つ
円

滑
な
執
行
に
取
り
組
み
、
納
税
者
の

皆
様
か
ら
の
税
務
行
政
に
対
す
る
理

解
と
信
頼
を
更
に
揺
る
ぎ
な
い
も
の

と
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
、
ま
も
な
く
平
成
二
十
四
年

分
の
所
得
税
及
び
個
人
事
業
者
の
消

費
税
等
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す

が
、e-T
ax

を
は
じ
め
と
す
る
自
宅

等
か
ら
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」）
を
利
用
し
た
申
告
の

推
進
な
ど
納
税
者
の
皆
様
の
利
便
性

向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

e-T
ax

で
期
限
内
に
確
定
申
告
を

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
次
の
よ
う

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

是
非
ご
利
用
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

①
所
得
税
額
か
ら
最
高
三
千
円
の

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
こ
の
税
額
控
除
の
制
度
は
、

過
去
の
申
告
で
控
除
（
平
成
十
九
年

分
か
ら
平
成
二
十
二
年
分
で
は
五
千

円
、平
成
二
十
三
年
分
で
は
四
千
円
）

を
受
け
た
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

②
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収

票
等
は
、
記
載
内
容
を
入
力
・
送
信

す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
領
収
書
や

源
泉
徴
収
票
の
提
出
又
は
提
示
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

③e-T
ax

で
申
告
さ
れ
た
還
付
申

告
の
還
付
金
処
理
は
、
三
週
間
程
度

に
短
縮
さ
れ
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

④
確
定
申
告
期
間
中
は
、
24
時
間

提
出
（
送
信
）
が
可
能
で
す
。

　

当
署
の
法
人
税
、
消
費
税
等
の

e-T
ax

の
利
用
状
況
は
、
法
人
会
の

会
員
企
業
の
皆
様
方
の
積
極
的
な
ご

利
用
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
順
調
に

推
移
し
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
厚
く

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、e-T

ax

利
用
を
検
討
さ
れ

て
い
る
会
員
企
業
の
法
人
税
等
や
会

員
企
業
の
役
員
、
社
員
の
皆
様
方
が

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
際
に

は
、
税
理
士
に
よ
る
代
理
送
信
を
含

め
、
是
非e-T

ax

を
ご
利
用
い
た
だ

き
ま
し
て
、
早
期
申
告
と
期
限
内
納

税
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
ど
も
の
力
の
み

で
は
税
務
行
政
に
課
せ
ら
れ
た
使

命
・
責
務
を
果
た
し
て
い
く
に
は
自

ず
と
限
り
が
あ
り
、
法
人
会
の
皆
様

方
に
税
務
行
政
の
良
き
理
解
者
と
し

て
お
力
添
え
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要

不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、な
お
一
層
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
新
し
い
年
が
公
益
社
団

法
人
新
津
法
人
会
に
と
っ
て
更
な
る

発
展
の
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
併
せ

て
会
員
の
皆
様
方
の
益
々
の
ご
健
勝

と
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま

し
て
、
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

こ
の
提
言
は
、
全
法
連
が
各
法
人
会
の
要
望
事
項
を
県
連
単
位
で
集
約

し
、
税
制
委
員
会
で
検
討
し
取
り
ま
と
め
、
理
事
会
の
承
認
を
経
て
ま
と

め
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
す
。（
ス
ロ
ー
ガ
ン
十
一
ペ
ー
ジ
）

　

新
津
法
人
会
で
は
、
平
成
24
年
11
月
５
日
㈪
春
日
忠
男
会
長
・
木
村
藤

雄
税
制
委
員
長
・
吉
田
和
久
副
会
長
と
事
務
局
で
、
森
ゆ
う
こ
参
議
院
議

員
並
び
に
五
泉
市
長
・
五
泉
市
議
会
議
長
を
訪
れ
「
平
成
25
年
度
税
制
改

正
に
関
す
る
提
言
」
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
「
解
説
書
」
を
手
渡
し
、
併
せ

て
主
旨
並
び
に
法
人
会
活
動
の
理
解
を
お
伝
え
し
て
き
ま
し
た
。

「平成25年度税制改正提言事項」の要望活動
地元国会議員・市長・議長へ提出

公益社団法人 新津法人会だより



　

公
益
社
団
法
人
新
津
法
人
会
で
は
恒
例
行
事
と
し
て
、「
秋
の
特
別
講
演
会
」
を

十
一
月
十
六
日
㈮
新
津
・
新
森
に
於
い
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

例
年
「
税
を
考
え
る
週
間
」
行
事
の
一
環
と
し
て
開
催
す
る
も
の
で
、こ
の
度
は
「
政

治
ア
ナ
リ
ス
ト
」
伊
藤
惇
夫
氏
を
お
招
き
し
ご
講
演
頂
き
ま
し
た
。

　

講
師
は
学
習
院
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
一
九
七
三
年
か
ら
自
民
党
本
部
に
勤
務
、

一
九
九
四
年
退
職
、
そ
の
後
新
進
党
本
部
総
務
局
企
画
室
長
、
太
陽
党
事
務
局
長
を
経

て
民
政
党
事
務
局
長
、
一
九
九
八
年
よ
り
民
主
党
事
務
局
長
を
経
て
、
二
〇
〇
一
年
退

職
す
る
ま
で
、
政
治
の
裏
方
を
一
筋
に
こ
ら
れ
、
以
降
、
政
治
ア
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、

執
筆
、
講
演
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
出
演
等
で
ご
活
躍
さ
れ
て
お
り
、
時
、
正
に
「
衆
議

院
の
解
散
」と
な
り
時
局
柄
タ
イ
ム
リ
ー
な
講
演
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

１
、
高
ま
る
年
内
解
散
・
総
選
挙
の
機
運

　

①
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
吹
っ
切
れ
た
証
拠
？　
　

②
年
内
解
散
に
踏
み
出
し
た
四
つ
の
理
由

　

③
残
る
は
民
主
党
内
の
「
綱
引
き
」　

④
輿
石
の
越
年
志
向
の
背
景
に
あ
る
の
は

２
、
ど
う
な
る
「
第
３
極
」
の
連
携

　

①
「
太
陽
の
党
」
結
成
の
背
景
は
？　

②
カ
ギ
を
握
る
の
は
維
新
の
会
か

　

③
連
携
、
連
合
の
課
題
と
行
方　
　
　

④
政
策
棚
上
げ
は
民
主
党
の
二
の
舞

３
、
視
界
に
入
っ
て
き
た
政
界
再
編

　

①
次
期
総
選
挙
は
予
測
不
能
の
展
開　

②
総
選
挙
に
想
定
さ
れ
る
五
つ
の
パ
タ
ー
ン

　

③
キ
ャ
ス
テ
ン
グ
・
ボ
ー
ト
を
握
る
の
は
誰
？

４
、
民
主
党
が
抱
え
る
根
源
的
問
題

　

①
リ
ー
ダ
ー
選
び
の
失
敗
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
呪
縛

　

②
生
い
立
ち
が
生
ん
だ
「
綱
領
な
き
政
権
党
」　

③
「
主
役
」
た
ち
の
「
裏
の
顔
」

５
、
政
権
交
代
？
政
界
再
編
？

　

①
本
物
の
政
界
再
編
と
は　

②
想
起
さ
れ
る
応
仁
の
乱

　

③
今
、
政
治
が
な
す
べ
き
こ
と
は

　

以
上
の
講
演
骨
子
を
歯
に
衣
着
せ
ぬ
口
調
で
終
始
聴
衆
を
魅
了
し
、
極
め
て
有
意
義

の
中
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　

尚
、
当
日
は
役
員
功
労
者
表
彰
状
伝
達
式
を
挙
行
し
、
次
の
方
々
が
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。

◎
全
国
法
人
会
総
連
合
会
長
表
彰　

表
彰
状　

高
橋
三
吉
氏
（
県
連
副
会
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
彰
状　

阿
部
律
雄
氏
（
新
津
副
会
長
）

◎
新
潟
県
法
人
会
連
合
会
長
表
彰　

表
彰
状　

丸
山
俊
一
氏
（
新
津
理
事
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
彰
状　

田
部
一
男
氏
（
新
津
理
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

感
謝
状　

高
橋
三
吉
氏
（
県
連
副
会
長
）

秋
の
特
別
講
演
会

表
彰
状
伝
達
式
（
高
橋
三
吉　

氏
）

　
　

敏
朗　

新
津
税
務
署
長

特
別
講
演　

伊
藤　

惇
夫　

氏

講
演
会
聴
講
風
景

異
業
種
交
流
懇
親
パ
ー
テ
ィ
ー

春
日　

忠
男　

会
長

公益社団法人 新津法人会だより



平成24年分の
■所得税と贈与税の申告と納税は　３月15日（金）まで
■個人事業者の方の消費税及び地方消費税の申告と納税は　４月１日（月）まで
■振替納税をご利用の場合の振替日は

　所得税が４月22日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税が４月24日（水）

■確定申告会場　　場所　秋葉区役所　６階会議室
　　　　　　　　　住所　新潟市秋葉区程島2009
　　　　　　　　　　なお、開設期間中は、新津税務署の庁舎内には、
　　　　　　　　　確定申告会場はありませんので、ご承知ください。
■開設期間　　　　平成25年２月15日（金）から３月15日（金）
　　　　　　　　　（土曜日・日曜日を除く）まで
　　　　　　　　　※３月11日（月）～３月15日（金）は混雑が予想されます。
■受付時間　　　　午前９時から午後４時まで

【お問い合わせ先】

確定申告会場に関するお問合わせ

公益社団法人 新津法人会だより



確定申告をされる方へ

国税庁ホームページの

｢確定申告書等作成コーナー」
で「申告書」を作成してください！

初めてご利用される方は（注）書きを参照

公益社団法人 新津法人会だより



○新潟県の産業別最低賃金が改正されました
　新潟県最低賃金は、新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。どのような雇用形態（臨時採用、
アルバイト、歩合給）でも最低賃金法によって、最低賃金額以上の賃金を支払わなくてはいけません。なお、派
遣労働者については派遣先事業場における最低賃金が適用されますので、新潟県外へ労働者を派遣する派遣元事
業者は、派遣先の都道府県で適用される最低賃金額について、厚生労働省ホームページなどでご確認ください。

※最低賃金には、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金並びに臨時に支払われる賃金（結婚手当
など）、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は算入され
ません。
※産業別最低賃金には、適用除外となる業務及び年齢（18歳未満又は65歳以上）が定められています。

○労働契約法が改正されます
　労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。
　今般「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年８月10日に公布され、有期労働契約（１年契約などの
期間の定めのある労働契約）について、労働契約法に下記の３つのルールが規定されました。
　①無期労働契約への転換（施行期日：平成25年４月１日）
　有期労働契約が繰り返し更新され通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労
働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。

　②「雇止め法理」の法定化（施行期日：平成24年８月10日）
　最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
　一定の場合には、使用者による雇止め（有期労働契約を更新しないことにより雇用関係が終了すること）
が認められないことになるルールです。

　③不合理な労働条件の禁止（施行期日：平成25年４月１日）
　有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設け
ることを禁止するルールです。

　本改正は有期契約労働者の雇止めの不安の解消などの問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができ
る社会を実現するためのものです。有期労働契約の利用にあたっては、法改正の趣旨及び内容を十分ご理解いた
だくようお願いします。

◎詳しくは新津労働基準監督署（０２５０－２２－４１６１）へ

新 潟 県 最 低 賃 金 最低賃金額（時間額） 効力発生年月日

新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 ６８９円 平成２４年１０月５日

産 業 別 最 低 賃 金 最低賃金額（時間額） 効力発生年月日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業（電球製造業及び電気計測器製造業を除く） ８００円 平成２４年１２月１６日

各種商品小売業
（衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等） ７４７円 平成２４年１２月２９日

自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 ８０１円 平成２４年１２月１３日

 

公益社団法人 新津法人会だより


